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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会・開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、令和２年第１回羅臼

町議会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 定例会会期日程表及び本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、このたびの新型コロナウイルスの感染防止の観点から、会期中における議場での

マスク着用及び出入り口３カ所を開放します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定によって、５番坂本志郎君及

び６番松原臣君を指名いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期については、議会運営委員会で協議をしていただき、本日から３月１６

日まで１２日間とし、会議規則第９条第１項及び議案審査のため３月７日から３月１５日

までの９日間は休会にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日から３月１６日までの１２日間とし、会議規則第９

条第１項及び議案審査のため３月７日から３月１５日までの９日間は休会とすることに決

定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 
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 羅臼町監査委員から、例月出納検査の結果についての報告がありました。 

 資料は議長の手元に保管しております。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第４ 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを

許します。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） おはようございます。 

 令和２年羅臼町議会第１回定例議会において、議員皆様の出席を賜りましたことを心か

ら感謝申し上げたいと思います。 

 ただいまお許しをいただきましたので、６件の行政報告をさせていただきます。 

 まず１件目は、火災の発生についてであります。 

 令和２年中、計３件の火災が発生しておりますので、御報告をいたします。 

 １件目の火災は、令和２年１月１７日金曜日、午前０時４７分に覚知した知昭町、澤田

功二さん所有の店舗兼住宅火災であり、初動で消防署から消防車３台、消防団から１分

団、２分団、３分団が出動しており、同日午前１時４４分に第２出動として５分団、６分

団が出動しております。消火活動後、同日午前５時５５分に火煙及び延焼のないことを確

認し、鎮火といたしました。 

 ２件目の火災は、令和２年２月１日土曜日、午前４時２０分に覚知した栄町、澤啓二さ

ん所有の住宅火災であり、ストーブの裏から火が出た、消火器で消火済み、確認してほし

いとの通報を受け、消防署から１台の消防車が出動しました。先着した職員により、確認

を実施し、同日午前４時３１分に火煙及び延焼のないことを確認し、鎮火といたしまし

た。 

 ３件目の火災は、令和２年２月８日土曜日、午後７時８分に覚知した海岸町、小林廣幸

さん所有の倉庫火災であり、消防署から３台、消防団から１分団、４分団、５分団が出動

しております。消火活動時、消火栓からの水の供給が少なく、オッカバケ漁港から小型ポ

ンプ等を使用し、揚水し、放水を実施しております。翌日、朝６時５分に火煙及び延焼の

ないことを確認し、鎮火といたしました。 

 いずれの火災も出火原因については、現在調査中です。 

 ２件目は、知床国立公園保護規制に係る計画区域の拡張及び変更についてであります。 

 北海道目梨郡羅臼町北浜の一部につきまして、知床国立公園の区域の拡張及び保護規制

計画の一部変更が生じましたので、御報告申し上げます。 

 変更内容は、国立公園境界に隣接するキキリベツ川及びショウジ川の下流域一帯を含む

地域、面積３１８ヘクタールが新たに第１種特別地域として公園区域に編入され、合わせ
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て第３種特別地域内に位置するルサ川河口付近の面積８ヘクタールが第１種特別地域に変

更されるものであります。 

 これらの地域では、原生の自然林が広く分布しており、河川の自然環境や景観が良好に

維持され、ヒグマやシマフクロウを初めとする野生動物が高密度で生息する豊かな生態系

が残されており、厳正な保護を図る観点から当該変更がなされたものであります。 

 これによるそれぞれ区域面積は、第１種特別地域が４,１４８ヘクタールに、第３種特

別地域が８,０３１ヘクタールとなり、陸域での保護規制地域の総体面積は３万８,６３６

ヘクタールから３万８,９５４ヘクタールとなります。 

 このたびの計画変更は、環境省が関係省庁や道、町のほか漁協を初め関係機関の了承を

得て進められたもので、令和元年９月２７日付で公布され、同日施行されましたので御報

告を申し上げます。参考といたしまして、計画変更図を配付しておりますので、後ほど御

確認をお願いいたします。 

 ３件目は、除雪費の補正についてであります。 

 本年度の除雪費につきましては、昨年１２月末まで近年に例を見ない少ない降雪量であ

りましたが、本年１月上旬及び下旬の大雪により、除雪出動回数及び出動時間が大幅に増

加したことから、本年１月３１日時点におきまして除雪費の予算執行見込み額が３,７２

０万円となり、予算残額が１,２８０万円と残り少なく、２月及び３月の除雪費に不足が

生じることが予測されたため、２月３日付で今後の執行見込みにより３,０００万円の増

額補正を専決処分させていただき、今議会に除雪業務委託料の専決処分を報告させていた

だいておりますので、御了承賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

 ４件目は、農山漁村女性活躍表彰についてであります。 

 あす３月６日付で、羅臼漁業協同組合指導漁業士でおられる田中郁子氏が、農山漁村女

性活躍表彰優秀賞となる水産庁長官賞を受賞されますので御報告させていただきます。 

 本表彰は、農山漁村男女共同参画推進協議会が主催するもので、田中郁子氏のこれまで

の地域、社会参画による産業貢献が高く評価されたものです。 

 田中氏におかれましては、平成６年から１９年まで羅臼漁業協同組合・女性部副部長と

して、また２０年から２５年までは同部長を歴任され、水産物の付加価値向上と水産業の

イメージアップを目標に活躍されてこられました。この間、水産業を取り巻く環境の変化

にさいなまれながらも、「浜の母ちゃん「ごっこ市」」を開催し、漁協女性部員がみずか

ら羅臼ならではの調理を施し、市場価値の上がらない魚種のおいしさをＰＲするなど、地

元水産物の付加価値を高め、消費拡大に取り組まれました。 

 また、食卓の魚離れが進む中にあって、水産物の地産地消と食育を目的とする「らうす

海の幸コンテスト」の開催のほか、地元の幼稚園や学校での魚を利用した料理教室は、根

室管内や札幌市に出向いても行われ、魚食の普及を展開されました。 

 一方で、海の環境保全にも取り組まれ、漁協女性部としての活躍の幅を広げ、地元の経

済活性はもとより地域を超えて水産業の発展に寄与されております。 
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 このたびの受賞は、町といたしましても大変に名誉なことであり、心より祝福するとと

もに長きにわたる産業への貢献と御功績に対し、敬意を表するものであります。 

 ５件目は、新型コロナウイルスについてであります。 

 昨年１１月に中国武漢市で発生した新型コロナウイルスは、全世界に感染が拡大され、

日本国内においても多くの感染者が確認されております。このウイルスに対する特定の治

療法が発見されていない中、日本政府は感染拡大を防ぐべく、さまざまな対策を講じてい

るところであります。 

 中でも、多くの感染者が確認されている北海道は、緊急事態宣言を発令し、道内の各企

業、市町村、全道民に対し感染拡大の防止策を講じるよう求めております。 

 当町におきましても、２月２５日に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、幼・

小・中・高の各教育現場を臨時休校にするなど、感染拡大を防ぐ対策を講じているところ

でありますので、町民の皆様におかれましては、どうか御理解を賜りますようお願い申し

上げます。また、一人一人が咳エチケットや手洗いなどを行うことで感染予防となります

ので、御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、新型コロナウイルスによる観光客のキャンセルが多数発生し、地域経済にも影響

が生じておりますことから、これに対する政府の融資制度などの支援策も確認しながら、

関連事業者に対して救済策をさらに講じる必要があると判断すれば、羅臼町として独自の

対応策を検討をしてまいります。 

 ６件目は、鮮魚取扱高についてであります。 

 お手元に配付させていただきました日報は、令和２年３月３日付のものであります。 

 主要魚種で見ますと、ホッケが単価も低くなっていることもありますが、昨年同期と比

べ水揚げ数量が半減をしております。 

 マスは、数量で昨年同期の１０分の１でありました。そのため、単価が７倍近くも跳ね

上がったことから約３,０００万円の減という結果でありました。 

 スケソにつきましては、残念ながらことしも水揚げ量が減少しており約３,０００万円

の減となっております。 

 タラにつきましては、漁獲量はふえましたが、単価が昨年より５０円近く安く、金額も

ほぼ横ばいであります。 

 ウニ漁でありますが、ことしのウニは実入りが悪いということも言われており、折や塩

水ウニなども製品での数量が減少しております。殻付ウニの価格も下がっていますので、

昨年同期と比べ金額ベースで半減となっている状況であります。ウニにつきましては６月

までの漁期ですので、今後に期待するところでございます。 

 相対的な水揚げ量は横ばいでありますが、単価が下がっていることが影響し、約１億

２,０００万円の減となっております。 

 年々落ち込む資源量、漁獲量の激減についても心配されるところでありますが、今後、

コロナウイルスの影響などで操業や流通、飲食店など卸先の休業や生ものに対する魚離れ
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なども想定されることから、不安要素はつきません。 

 この事態において、基幹産業や経済に与える影響も考えられることから、羅臼漁業協同

組合や商工会などと情報共有をさらに強化し、場合によっては必要な対策を講じてまいり

ます。 

 いずれにいたしましても、一日も早い終息と事故なく大漁を心から願うものでありま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） これで、行政報告は終わりました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第 ５ 議案第２０号 根室町村等公平委員会委員の選任につき 

同意を求めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第５ 議案第２０号根室町村等公平委員会委員の選任につき

同意を求めることについてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） ６２ページでございます。 

 議案第２０号根室町村等公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて。 

 根室町村等公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項

の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 氏名につきましては、半田雅代氏。 

 住所、野付郡別海町別海宮舞町１４７番地の７。 

 生年月日につきましては、昭和２９年２月１４日でございます。 

 任期につきましては、令和２年４月１日から令和６年３月３１日までとなっておりま

す。 

 お手元にお渡しをいたしました経歴書にも記載しておりますが、昭和４７年に町立別海

病院に勤務してから数々の役職を歴任され、現在は「社会福祉法人べつかい柏の実会」の

監事を務められております。 

 半田氏におかれましては、経験、識見とも適任と考えておりますので、議員皆様の御賛

同を賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第２０号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 
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 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 議案第２０号根室町村等公平委員会委員の選任につき同意を求

めることについては、同意することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 報告第 １号 専決処分した事件の承認について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第６ 報告第１号専決処分した事件の承認についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 議案書の２ページをお開き願います。 

 報告第１号専決処分した事件の承認について、また、この後予定をしております議案第

１号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算から議案第５号まで、また議案第１２号、

１３号、１４号、また議案第１７号、１８号、１９号につきましては、副町長及び担当課

長から内容について説明させますので、御審議、御決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（佐藤 晶君） 副町長。 

○副町長（川端達也君） 議案の１ページをお願いいたします。 

 報告第１号専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので報告し、承

認を求める。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決処分書。 

 令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分する。 

 専決処分年月日につきましては令和２年２月３日でございます。 

 ３ページでございます。 

 令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,０００万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４６億３,２００万３,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 ４ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １９款１項繰越金３,０００万円を追加し、６,１１１万９,０００円。 

 歳出の財源調整として前年度繰越金に求めたものであります。 

 歳入合計３,０００万円を追加し、４６億３,２００万３,０００円となるものでござい

ます。 

 ５ページでございます。 

 歳出でございます。 

 ７款土木費３,０００万円を追加し、３億７７９万９,０００円。 

 ２項道路橋りょう費３,０００万円を追加し、３億６４８万７,０００円。 

 先ほど、町長の行政報告にもありました除雪費の専決処分でありますが、１月初旬と下

旬に降雪が続いたことにより、除雪費の不足が見込まれることから２月３日付で専決させ

ていただいたところでございます。なお、２月末の除雪費として約７,２９９万１,０００

円の支出となってございます。 

 歳出合計３,０００万円を追加し、４６億３,２００万３,０００円となるものでござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、報告第１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 報告第１号専決処分した事件は、承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 報告第１号専決処分した事件の承認については、承認すること

に決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第 １号 令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第７ 議案第１号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 
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○副町長（川端達也君） 議案の６ページをお願いいたします。 

 議案第１号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１,４８９万６,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億１,７１０万７,０００円とする。 

 ２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条は、債務負担行為の補正でございます。 

 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 第３条は、地方債の補正であります。 

 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １３款使用料及び手数料２１万３,０００円を減額し、１億９０５万５,０００円。 

 １項使用料２１万３,０００円を減額し、８,０７５万１,０００円。内容につきまして

は、公民館の解体に伴い、公民館使用料を減額するものであります。 

 １４款国庫支出金１,６００万７,０００円を減額し、２億２,３１６万７,０００円。 

 １項国庫負担金１９０万７,０００円を減額し、１億３,２２４万５,０００円。これ

は、児童手当に不用額が生じる見込みであることから、児童手当等負担金が減額となるも

のでございます。 

 ２項国庫補助金１,４２１万４,０００円を減額し、８,８５８万円。合併処理浄化槽設

置事業補助金で１２２万円。町営住宅等長寿命化事業で６７６万１,０００円。橋りょう

長寿命化事業で６２３万３,０００円の減額ですが、それぞれ事業確定によるものでござ

います。 

 ３項国庫委託金１１万４,０００円を追加し、２３４万２,０００円。国民年金システム

の改修に伴い、全額が国から措置されるものでございます。 

 １５款道支出金１,０５２万５,０００円を減額し、１億７,６９７万５,０００円。 

 １項道負担金１２１万５,０００円を減額し、８,０９７万１,０００円。これにつきま

しては、後期高齢者医療保健基盤安定負担金の確定により、７４万３,０００円の減額。

また、児童手当に不用額が生じる見込みでありますので、４７万２,０００円の減額とな

るものであります。 

 ２項道補助金９３１万円を減額し、７,９１０万６,０００円。内容につきましては、公

民館の解体によりまして、当初予定しておりました公民館のトイレ改修工事が実施できな

くなったことで１,２６０万円全額を減額。また、防災備蓄品整備事業の事業費が確定し
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たことから２１万円が減額されます。また、移住促進事業に対する交付金１００万円と防

災関係の洪水シミュレーション作成委託事業に対する交付金９０万円。さらに、羅臼漁協

が実施します養殖ホタテ貝漁業施設整備事業及び製品開発促進事業に対して１６０万円が

それぞれ地域づくり総合交付金が確定したことから追加するものであります。 

 １７款１項寄附金１００万円を追加し、５億２００万９,０００円。図書購入及び図書

環境整備事業資金として善意の寄附を受けたものでございます。 

 １８款繰入金１項基金繰入金８５万円を追加し、２億４,９８４万３,０００円。これに

つきましては３件ありまして、１件目は文教施設整備基金繰入金に１,１２３万８,０００

円の追加。２件目は公共施設整備基金繰入金から９７４万円を減額。３件目は地域福祉基

金繰入金から６４万８,０００円の減額で、それぞれ事業の確定によるものでございま

す。 

 １９款１項繰越金２,５２８万３,０００円を減額し、３,５８３万６,０００円。内容に

つきましては、歳出の財源調整のため、その財源を前年度繰越金から減額するものでござ

います。 

 ２０款諸収入１３万７,０００円を減額し、４,２１７万円。 

 ３項雑入１３万７,０００円を減額し、４,１７１万４,０００円。これにつきまして

は、公民館の解体に伴いまして公民館のコピー料収入を減額するものでございます。 

 ２１款１項町債６,４５８万１,０００円を減額し、３億８,５００万２,０００円。内容

につきましては、３件あります。１件目は、土木債から５０万円の減額であり、橋りょう

長寿命化事業の事業費確定によるものでございます。２件目は、教育債で３,１２０万円

の減額でありますが、当初予定しておりました公民館のトイレ改修工事が実施できなく

なったことにより６３０万円の減額。また、公民館解体事業の事業確定により２,３６０

万円の減額。さらに、町民体育館耐震改修設計委託業務の事業確定により１３０万円の減

額であります。３件目は、臨時財政対策債で３,２８８万１,０００円の減額であり、借入

額の確定によるものでございます。 

 歳入合計１億１,４８９万６,０００円を減額し、４５億１,７１０万７,０００円となる

ものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款１項議会費２３５万円を減額し、３,６４１万６,０００円。旅費の減額でございま

す。 

 ２款総務費９６７万９,０００円を減額し、１１億９,９５１万８,０００円。 

 １項総務管理費９４５万３,０００円を減額し、１１億５,６４４万８,０００円。内容

につきましては、図書に対する寄附金として体育文化振興基金積立金へ１００万円の積み

立て。町有バス運行にかかわる負担金の確定により２６５万７,０００円の増。さらに、

町営住宅緑町団地建設工事の実施設計の入札減や町営住宅除却事業、さらに峯浜町有地測
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量委託の事業費確定で１,３１１万円の減であります。 

 ７項防災費２２万６,０００円を減額し、１,０６６万６,０００円。防災備蓄品整備に

よる事業確定で４２万７,０００円の減と、防災無線発電機修繕で２０万１,０００円の増

額になります。 

 ３款民生費、４１７万８,０００円を減額し、５億２,６４７万４,０００円。 

 １項社会福祉費、１４８万２,０００円を減額し、４億３,９１４万２,０００円。これ

は、介護福祉士実務研修の事業確定により６４万８,０００円の減。また、後期高齢者医

療事業特別会計操出金を９９万３,０００円減。介護保険事業特別会計操出金がシステム

改修費などで１５万９,０００円増となるものであります。 

 ２項児童福祉費２８１万円を減額し、８,７１４万９,０００円で、児童手当の事業確定

によるものでございます。 

 ３項国民年金事務取扱費１１万４,０００円を追加し、１８万３,０００円。国民年金に

かかわるシステム改修であります。 

 ４款衛生費３,４６７万３,０００円を減額し、７億１１７万８,０００円。 

 １項保健衛生費２,７０８万９,０００円を減額し、２億９,９７３万円。これは、墓地

区画返還で２６万円。また、熊の出没増加により鳥獣被害対策隊員講習が２０万円。さら

に、未熟児養育医療負担金の確定により５万１,０００円がそれぞれ増額であります。さ

らに、診療所に対する特別調整交付金の増額により一般会計からの操出金２,１９９万５,

０００円と合併浄化槽設置補助金の確定により５６０万５,０００円が減額になります。 

 ３項清掃費７５８万４,０００円を減額し、３億９,５２２万９,０００円。これは、根

室北部衛生組合負担金で４６９万２,０００円。廃棄物処理広域連合負担金で２８９万２,

０００円が事業確定により減額されるものでございます。 

 ５款農林水産業費１６０万円を増額し、６,４６２万２,０００円。 

 ３項水産業費１６０万円を増額し４,１３３万２,０００円。羅臼漁協の事業で、養殖ホ

タテ貝漁業整備と製品開発事業に対しての北海道地域づくり総合交付金が決定になったも

のでございます。 

 ７款土木費１,２１１万６,０００円を減額し、２億９,５６８万３,０００円。 

 ２項道路橋りょう費１,２１１万６,０００円を減額し、２億９,４３７万１,０００円で

すが、緑町公住補修の設計と幌萌橋の撤去工事の事業確定によるものでございます。 

 ８款教育費４,６４６万５,０００円を減額し、３億８,６１３万円。 

 ２項小学校費１８０万１,０００円を追加し、４,３２９万３,０００円。公民館と体育

館の休止に伴い、各団体が学校を利用したことにより、燃料費と光熱費が増加したもので

ございます。 

 ４項幼稚園費３３０万２,０００円を減額し、１,８５５万９,０００円。これは、代替

教諭の事業確定によるものでございます。 

 ５項社会教育費３,０９０万９,０００円を減額し、１億１,２９４万６,０００円。これ
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は公民館解体に伴うもので、当初予算で計上しておりました公民館多目的トイレ設置工事

や公民館施設管理費が１,９８０万９,０００円と解体工事費の確定で１,１１０万円を減

額するものでございます。 

 ６項保健体育費１,４０５万５,０００円を減額し、１億４,７０２万２,０００円。これ

につきましては、給食センターの燃料費が４６万５,０００円の増と臨時調理員の賃金７

４万２,０００円の減。さらに、体育館の休止に伴いまして施設管理費１,３７７万８,０

００円の減額となるものでございます。 

 ９款１項公債費４７３万５,０００円を減額し、３億８,５１９万３,０００円。借入利

率が確定したことに伴う元利償還金の執行残です。 

 １０款１項職員費２３０万円を減額し、７億８,５６３万７,０００円。決算見込みによ

る減額でございます。 

 歳出合計１億１,４８９万６,０００円を減額し、４５億１,７１０万７,０００円となる

ものでございます。 

 続きまして、１０ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為補正変更でございます。 

 １件目は、畜産担い手育成総合整備事業負担金で標津町と合同で実施しております草地

整備事業の整備面積が増加したため、限度額を１,０８４万６,０００円から２,９１０万

円に変更するものでございます。 

 ２件目は、羅臼小学校、春松小学校パソコン等整備費で入札により契約金額が確定した

ため、限度額を７,７８９万９,０００円から７,１８３万３,０００円に変更するものでご

ざいます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債補正変更でございます。五つの事業の変更でございます。 

 １件目の橋りょう長寿命化事業債及び３件目の公民館解体事業債、４件目の体育館耐震

改修事業債につきましては、事業費の確定に伴い限度額を４５０万円から４００万円、

６,８７０万円から４,５１０万円、２,２９０万円から２,１６０万円にそれぞれ変更する

ものでございます。 

 ５件目の臨時財政対策債につきましては、借入額の確定に伴い限度額を１億１,５１８

万３,０００円から８,２３０万２,０００円に変更するものでございます。 

 ２件目の公民館施設改修事業債につきましては、当初予定しておりましたトイレ改修工

事が公民館の解体により実施できなくなったことにより、限度額を全額減額するものでご

ざいます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更がございません。 

 以上でありますが、事項別明細書をお手元に別冊資料として配付させていただいており

ますので、お目通しいただきますようにお願いいたします。 

 以上でございます。 
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○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第 ２号 令和元年度目梨郡羅臼町国民健康 

保険事業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第８ 議案第２号令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業

特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長補佐。 

○保健福祉課長補佐（洲崎久代君） １２ページをお願いします。 

 議案第２号令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,２１４万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０億７,４８４万４,０００円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 １３ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ４款道支出金に２,１９９万５,０００円を追加し、６億４,５９０万２,０００円。 

 １項道補助金に２,１９９万５,０００円を追加し、６億４,５９０万１,０００円。へき

地直営診療所の運営に対して認められた特別調整交付金が、当初の予算額より増額となっ

たため国民健康保険診療所特別会計操出金に２,１９９万５,０００円を追加するものでご

ざいます。 

 続きまして、６款繰入金に１４万８,０００円を追加し、６,１１７万８,０００円。 

 １項基金繰入金に１４万８,０００円を追加し、４２万４,０００円。内容につきまして

は、平成３０年度特定健診、特定保健指導負担金の確定による返還金が生じたため、財政

調整基金から繰り入れるものでございます。 

 歳入合計２,２１４万３,０００円を追加し、１０億７,４８４万４,０００円となるもの

でございます。 

 １４ページをお願いします。 
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 歳出でございます。 

 ８款諸支出金に２,２１４万３,０００円を追加し、７,８８３万９,０００円。 

 １項償還金及び還付加算金に１４万８,０００円を追加し、９９万円。平成３０年度特

定健診、特定保健指導負担金の確定により返還金が生じたため、償還金利子及び割引料に

追加するものでございます。 

 ２項繰出金に２,１９９万５,０００円を追加し、７,７８４万８,０００円。診療所の運

営に対して認められた特別調整交付金が、当初の見込みを上回ったことによる増額補正で

ございます。 

 歳出合計２,２１４万３,０００円を追加し、１０億７,４８４万４,０００円とするもの

でございます。 

 なお、この補正予算につきましては、去る３月３日開催の令和２年第１回羅臼町の国民

健康保険事業の運営に関する協議会に諮問し、原案のとおり答申をいただいてるものであ

りますことを御報告させていただきます。 

 また、事項別明細書につきましては、別冊資料３４ページから３９ページに掲載してお

りますので、後ほどお目通しお願いいたます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第 ３号 令和年度目梨郡羅臼町介護保険事 

業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第９ 議案第３号令和元年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別

会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（太田洋二君） 議案の１５ページをお願いいたします。 

 議案第３号令和元年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算であります。 

 今回の補正予算につきましては、介護保険制度の改正に伴うシステムの改修費用並びに

高額介護サービス費で予算不足が見込まれることから、それぞれ追加補正をお願いするも

のであります。また、包括支援センター管理運営に係る委託料で、今年度以降契約更新と

なることから、債務負担行為で追加をお願いするものでございます。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の介護保険事業特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 
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 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ４億７,６８４万５,０００円とするものであります。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によるものであります。 

 第２条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補

正」によるものであります。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １款１項介護保険料１３万８,０００円を追加し、８,９５４万８,０００円。これは、

予算不足が見込まれる高額介護サービス費の６０万円の増額に伴うルール分として追加す

るものであります。 

 ３款国庫支出金３１万６,０００円を追加し、１億１,２４８万７,０００円。 

 １項国庫負担金１２万円を追加し、７,９３５万１,０００円。高額介護サービス費の増

加に伴うルール分として追加するものであります。 

 ２項国庫補助金１９万６,０００円を追加し、３,３１３万６,０００円。これにつきま

しても、高額介護サービス費の増額に伴うルール分として３万円。また、法改正に伴うシ

ステム改修費の補助金として１６万６,０００円。合わせて１９万６,０００円を追加して

おります。 

 ４款１項支払基金交付金１６万２,０００円を追加し、１億１,３５０万１,０００円。

高額介護サービス費の増額に伴うルール分として追加するものであります。 

 ５款道支出金７万５,０００円を追加し、６,０８０万６,０００円。 

 １項道負担金７万５,０００円を追加し、５,４４７万３,０００円。高額介護サービス

費の増額に伴うルール分として追加するものであります。 

 ７款繰入金１５万９,０００円を追加し、９,３９１万１,０００円。 

 １項他会計繰入金１５万９,０００円を追加し、８,２２８万５,０００円です。高額介

護サービス費の増額に伴うルール分として７万５,０００円。また、システム改修費の保

険者負担金として８万４,０００円。合わせて１５万９,０００円を一般会計から繰り入れ

るものであります。 

 歳入合計は、８５万円を追加し、４億７,６８４万５,０００円です。 

 １７ページで、歳出でございます。 

 １款総務費２５万円を追加し、５９７万２,０００円。 

 １項総務管理費２５万円を追加し、３５０万８,０００円。これにつきましては、介護

保険システムの改修費でございます。 

 ２款保険給付費６０万円を追加し、４億１,１７８万円。 
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 ３項高額介護サービス等費６０万円を追加し、１,１６７万円。高額給付費を必要とす

る利用者の増加に伴いまして、予算不足が見込まれることから追加補正をお願いするもの

でございます。 

 歳出合計は、８５万円を追加し、４億７,６８４万５,０００円でございます 

 １８ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為補正でございます。 

 包括支援センター管理運営に係る委託料の追加であります。期間は、令和２年度から令

和４年度までの３年間で、限度額は６,１５６万円でございます。 

 以上でございますが、別冊資料の事項別明細書４０ページから４７ページに詳細を記載

しておりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第 ４号 令和元年度目梨郡羅臼町後期高齢者 

医療事業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１０ 議案第４号令和元年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長補佐。 

○保健福祉課長補佐（洲崎久代君） 議案の１９ページをお願いします。 

 議案第４号令和元年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計補正予算。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９９万３,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６,８３２万９,０００円とするものでございます。 

 ２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金から９９万３,０００円を減額し、１,８８３万３,０００
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円。内容につきましては、令和元年度の後期高齢者医療基盤安定化負担金の額が決定した

ことによる減額補正でございます。 

 歳入合計９９万３,０００円を減額し、６,８３２万９,０００円となるものでございま

す。 

 ２１ページをお願いします。 

 歳出です。 

 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金から９９万３,０００円を減額し、６,６６５万

５,０００円。内容につきましては、先ほど説明いたしました保険基盤安定化負担金の決

定に伴い減額するものでございます。 

 歳出合計９９万３,０００円を減額し、６,８３２万９,０００円となるものでございま

す。 

 また、事項別明細書につきましては、別冊資料４８ページから５３ページに掲載してお

りますので、後ほどお目通し願います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第 ５号 令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保 

険診療所事業特別会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１１ 議案第５号令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険診

療所事業特別会計補正予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（太田洋二君） 議案の２２ページをお願いいたします。 

 議案第５号令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算でありま

す。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算は、次に定めると

ころによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものであります。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 
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 今回の補正につきましては、歳入内訳の変更でございます。知床らうす国民健康保険診

療所の運営に対し交付される特別調整交付金につきましては、一時国保会計で受け、同額

を診療所会計に繰り入れておりますが、この特別調整交付金の額が２,１９９万５,０００

円増額となったことから、国保会計からの繰入金を増額し、一般会計からの繰入金を同額

の２,１９９万５,０００円を減額するものでございます。 

 歳入です。 

 ２款繰入金１項他会計繰入金、増減はなく２億４８５万５,０００円です。歳入歳出と

もに、合計額に変更はございません。 

 なお、事項別明細書につきましては、別冊資料の５４ページから５７ページに掲載して

おりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 以上でございますが、この補正予算につきましては３月３日開催の令和２年第１回羅臼

町の国民健康保険事業の運営に関する協議会におきまして、原案のとおり了承いただいて

おりますことを御報告させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

 ここで、午前１１時１５分まで休憩といたします。１１時１５分から再開をいたしま

す。 

午前１０時５３分 休憩 

────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１２号 羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１２ 議案第１２号羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部を改正する条例制定について議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（太田洋二君） 議案の４９ページをお願いいたします。 

 議案第１２号羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

てでございます。 
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 羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例。 

 羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 今回の改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する各種法令が一部改正されたこ

とから所要の改正を行うものです。 

 これまで大きな災害が発生するたびに、多くの被災者が利用しております災害援護資金

でありますが、特例が設けられた東日本大震災を除いては１０年で返済することとされて

おりましたが、現状では生活再建を行うに当たり、非常に困難な方が多いことから、償還

金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、免除の特例等について措置をするものでござ

います。 

 町条例におきまして、償還等を定めております第１５条第３項を次のように改めるもの

であります。 

 第３項償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１

３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定によるも

のとする。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和元年８月１日から適用する

ものであります。 

 なお、参考資料に改正する条例の概要及び新旧対照表を記載しておりますので、後ほど

お目通しをお願いいたします。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１３号 羅臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１３ 議案第１３号羅臼町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長補佐。 
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○保健福祉課長補佐（洲崎久代君） 議案の５１ページをお願いします。 

 議案第１３号羅臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例制定について。 

 羅臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定する。 

 ５２ページをお願いします。 

 羅臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例。 

 羅臼町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次の

ように改正する。 

 改正理由でございますが、基準省令である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準に定める人員の確保が困難な場合が多く、事業に従事する者及びその員数に係る

従うべき基準について、現行の基準の内容を参酌すべき基準とすると昨年１０月に基準省

令の改正がされ、人員基準が地域の実情に応じて定めることが可能となったことから本条

例の見直しを行うものです。 

 続きまして、改正条文でございます。 

 第１０条第２項ただし書き中、「第５項」を「第６項」に改め、同条中「第５項」を

「第６項」に、「第４項」を「第５項」とし、同条第３項第３号及び第９号中「２年以

上」を「１年以上」に改め、同項第１０号中「５年以上」を「３年以上」に、「市町村

長」を「町長」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

「前項の規定にかかわらず、一の支援の単位の利用者の数が６人以下となる時間帯におい

て、緊急事態が発生した場合に適切かつ迅速に対応するための必要な体制が整備されてい

るときは、放課後児童支援員の数を支援の単位ごとに１人とすることができる。」 

 附則第２条中、「平成３２年３月３１日」を「令和５年３月３１日」に改め、「第１０

条第３項」を「第１０条第４項」に改める。 

 附則。この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 以上でございますが、参考資料３０ページ、資料２８に本条例の概要、同じく参考資料

３２ページ、資料２９に本条例の新旧対照表を掲載しておりますので、後ほどお目通し願

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１４号 羅臼町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正
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する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１４ 議案第１４号羅臼町町営住宅設置及び管理条例の一

部を改正する条例制定について議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐野健二君） ５３ページをお願いいたします。 

 議案第１４号羅臼町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例制定についてでご

ざいます。 

 羅臼町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 羅臼町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例。 

 今回の改正につきましては、本年４月１日に施行される民法の一部を改正する法律によ

り、債権関係の規定の見直しが行われることとなり、国土交通省の公営住宅管理標準条例

案が改正され、保証人に関する規定が削除されたことに伴いまして、羅臼町におきまして

も住宅に困窮する低額所得者の方に低廉な家賃で住宅を供給する役割や、近年身寄りの少

ない単身高齢者が増加傾向にある状況を鑑みまして、入居要件から連帯保証人の規定を削

除し、実質的に連帯保証人が果たしている緊急時の連絡先としての役割を明確にするた

め、緊急連絡先の届け出をすることを規定するものであります。 

 改正条文でございます。 

 羅臼町町営住宅設置及び管理条例の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「町内に居住し、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入

を有する者で町長が適当と認める連帯保証人」を「日本国内に居住している者を緊急連絡

先として」に改め、同条第３項中「保証人」を「緊急連絡先」に改めるものでございま

す。 

 附則といたしまして、第１項は施行期日でございます。この条例は、令和２年４月１日

から施行する。 

 第２項は、経過措置でございます。改正後の第１２条の規定は、この条例の施行の日以

後に提出する請書について適用し、同日前に提出した請書については、なお従前の令によ

る。 

 別冊参考資料３４ページ、資料３０に改正の概要、３５ページ、資料３１に新旧対照表

を掲載しておりますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１７号 工事請負契約の締結について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１５ 議案第１７号工事請負契約の締結について議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐野健二君） ５９ページをお願いいたします。 

 議案第１７号工事請負契約の締結についてでございます。 

 次の工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会に議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的。羅臼町町営住宅緑町団地建設工事（Ａブロック） 

 ２、契約の方法。一般競争入札。 

 ３、契約金額。１億９,８５５万円。 

 ４、契約の相手方。酒井・加我・佐久間特定建設工事共同企業体。代表者住所、北海道

目梨郡羅臼町栄町１１番地６。氏名、有限会社酒井建設 代表取締役酒井孝幸でございま

す。 

 参考といたしまして、予定工期は、契約締結の翌日から令和２年１０月３０日までを予

定しております。 

 なお、参考資料といたしまして、別冊参考資料３６ページ、資料３２及び３７ページ、

資料３３に工事計画図を掲載しておりますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１８号 工事請負契約の締結について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１６ 議案第１８号工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。 

 小野哲也君は、地方自治法第１１７条の規定により除斥の対象となりますので、離籍退

場を求めます。 
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（小野議員 離席退場）） 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐野健二君） ６０ページをお願いいたします。 

 議案第１８号工事請負契約の締結についてでございます。 

 次の工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会に議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の

議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的。町道植別２号線道路改良舗装工事。 

 ２、契約の方法。指名競争入札。 

 ３、契約金額。１億９,５１４万円。 

 ４、契約の相手方。鈴木・小川・小野経常建設共同企業体。代表者住所、北海道目梨郡

羅臼町栄町１００番地。氏名、鈴木産業株式会社 代表取締役鈴木八之助でございます。 

 参考といたしまして、予定工期は、契約締結の翌日から令和２年１０月２０日までを予

定しております。 

 なお、参考資料といたしまして、別冊参考資料３８ページ、資料３４に工事の計画図を

掲載しておりますので、後ほどお目通しお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

 小野哲也君、入場着席願います。 

（小野議員 入場着席） 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１９号 町道路線の廃止及び認定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１７ 議案第１９号町道路線の廃止及び認定について議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐野健二君） ６１ページをお願いいたします。 

 議案第１９号町道路線の廃止及び認定についてでございます。 

 道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、次の町道路線の廃止及び認定に

ついて議会の議決を求めるものでございます。 

 このたびの町道路線の廃止及び認定につきましては、羅臼町橋りょう長寿命化修繕計画
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に基づき、令和元年度町道幌萌公園線にかかる幌萌橋を撤去したことから、路線の起終点

の変更に伴いまして、一旦路線を廃止し起終点及び延長を変更して認定するものでござい

ます。 

 廃止する路線でございます。 

 路線名、幌萌公園線。 

 起点、幌萌町５番地５地先。終点、幌萌町５番地４地先。 

 認定する路線でございます。 

 路線名、幌萌公園線。 

 起点、幌萌町５番地４地先。終点、幌萌町５番地１地先でございます。 

 別冊参考資料３９ページ、資料３５に路線廃止図、４０ページ、資料３６に路線認定図

を掲載しておりますので、後ほどお目通しのほどお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、提案説明に対しての質問を許します。 

 質問はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質問を終わります。 

 ここで昼食のため、午後１時まで休憩といたします。１時から再開いたします。 

午前１１時３４分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 町長・教育長行政執行方針の説明 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１８ 町長、教育長の行政執行方針の説明を求めます。 

 最初に町長行政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（湊屋 稔君） 令和２年羅臼町議会第１回定例会の開催に際し、本年度予算案及

びそのほかの諸議案の御審議をお願いするに当たり、町政を執行する所信の一端を述べ、

議員各位並びに町民の皆様に御理解と御協力をお願い申し上げる次第であります。 

 本年は、羅臼町１２０年、町政施行６０年、世界自然遺産登録１５周年を迎える記念す

べき年であります。 

 テーマは、「これまでも これからも 知床とともに」。 

 先人の方々が守り、発展させてきたこのまちを後世に引き継ぎ、羅臼町の歴史を残す思

いを込めたテーマとさせていただきました。改めて盛大な式典を行う予定はありません
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が、節目の年でもありますことから、羅臼町の各大使にも従来のイベント等に花を添えて

いただければと御協力をお願いしているところであります。町民皆様にも御協力をいただ

きながら、記念式典等の各種周年事業を執り行ってまいります。 

 当町は、基幹産業である漁業の低迷により、まち全体が大きな影響を受け、人口減少も

加速化し大変厳しい状況にあります。１２０年を迎える羅臼町は、この先１５０年、２０

０年と次世代へ引き継いでいくため、今、この時代に生きる私たちができることを意識づ

けし、取り組むことが求められおります。 

 特に、持続的な産業の確立と安定化は、当町にとって重要な課題であり、その実現に向

けては、新たな視点と考え方に立ち、羅臼漁業協同組合を初め、羅臼町商工会、知床羅臼

町観光協会ほか産業団体の皆様と一帯となり、産業の活性化に努力してまいります。 

 また、町民皆様との会話を通じて、さまざまな意見をいただきながら、しっかりとした

計画のもと行動し、時には大きな改革を思い切って実行して町民一人一人が安らぎや幸せ

を感じられるまちづくりを目指してまいります。 

 令和という新しい時代を迎え、間もなく１年になろうとしております。昨年を振り返り

ますと、何と言っても浜の状況が厳しく、ここ数年の漁獲量の減少は漁業は基幹産業であ

る羅臼町全体に大きな影響を与えており、危機的な状況にあると言えるでしょう。 

 主要魚種の中で、これまで安定した水揚げを続けてきた秋サケも極端な不振に見舞われ

る事態が続いております。昨年１１月には、思ってもいなかったイカが来遊し、浜に活気

をもたらしてくれましたが、今後の不安を解消してくれる資源とはなっていないのが現状

であります。 

 当町に限らず、全道的、全国的に資源の減少や来遊する魚種の変化が出ているのは、一

時的なものなのか、それとも地球規模での温暖化が影響しているものなのか、専門家の意

見や漁業者の経験などを参考に活気ある浜を取り戻すため、羅臼漁業協同組合と連携し、

原因究明と対策に取り組んでまいります。 

 これから先も漁業が基幹産業であることには変わりありませんが、当町の経済に柔軟性

や多様性をもたらすためには、いろいろな可能性を探る必要性も感じております。 

 その一つとして、羅臼自慢の水産物にさらなる付加価値をつけ、全国にＰＲするため、

「知床らうすブランド」や「ふるさと納税」の取り組みについては、地域振興の観点から

さらに強く進めていくこととしております。 

 事業者の皆様の努力によって、町の成長産業となっている観光業を後押しするため、ま

た流動人口の増大による商工業や飲食店の活性化を図るため、知床羅臼のＰＲや雇用創出

に向けた企業誘致など、トップセールスマンとして積極的に行ってまいります。 

 全国的な問題となっている少子高齢化や人口減少による人材不足は、当町においても大

きな課題であります。人材不足は、都市集中型の構造に加え、地域経済や産業の衰退が要

因とされておりますが、医療や福祉事業、環境や観光事業、移住対策やふるさと教育の充

実なども踏まえ、トータルで魅力ある知床羅臼のまちづくりを町民の皆様や応援いただい
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ている全国の皆様とともに取り組んでいかなければと考えております。 

 近隣７町で取り組んでまいりました知床ナンバーにつきましては、ことし５月ごろに交

付が開始されます。現在のナンバーから変更して取りつけることも可能ですので、一人で

も多くの方に知床ナンバーをつけて移動していただければ、それこそが動く広告塔として

ＰＲにつながるものと思っております。 

 北方領土問題につきましては、ふるさとの島に行くこともできない状況が続いておりま

すが、元島民の方々の思いを考えると、一日も早く自由に行き来できることを切望してお

ります。北方領土の返還を実現するためには、国の外交交渉を後押しし、国民一丸となっ

て北方領土返還要求運動に取り組み、国民世論を盛り上げていくことが何より重要だと考

えているところでありますので、これらかも粘り強く北方領土問題に関連する各種事業な

どに取り組み、関係団体と連携をさらに強化し、全国に北方領土の早期返還を積極的に訴

えていく決意であります。 

 ここ数年、公共施設の老朽化などによって、施設の補修や使用制限をしなければならな

く、また、公民館は解体せざるを得ない状況になるなど、町民の皆様には大変な御不便を

おかけしております。厳しい財政状況の中、優先順位をつけ、計画的に補修・改修・建設

を進めてまいりますので、どうか御理解いただければと思っております。 

 今年度の大きな事業としては、町民体育館の耐震改修や緑町団地の建設のほか、１次医

療圏域の当町にとって重要な患者輸送のための高規格救急自動車の更新も行いたく、予算

計上しておりますので、御審議くださいますようお願い申し上げます。 

 昨年度、期日を決めずに議論をしていくこととした一校一園化につきましては、適正配

置計画を作成した後、教育関係者や町民の皆様の意見をいただきながら、教育環境構築に

努めてまいります。また、小学生の英語教育が本格化することや子どもたちの語学力向上

を目指すため、羅臼町独自にＡＬＴ（外国語指導助手）の増員を予定しております。世界

の共通語である英語を身につけることで、世界的視野の広がりや将来の選択肢がふえるこ

とにつながるものと信じております。 

 ２０１５年に国連総会で採択され、日本国内でも取り組みが始められておりますＳＤＧ

ｓ（持続可能な開発目標）の１７目標を基本に、当町の未来構築のために今できることは

何なのかを考え、行動に移していきたいと思います。 

 例えば、世界自然遺産地域のまちとして、海と生きる当町が未来永劫この豊かな羅臼の

海や資源を次世代に残していくためには、１４番目の目標に掲げられている「海の豊かさ

を守ろう」という項目への取り組みは欠かせないものであります。ＳＤＧｓの目標項目の

中から、町や町民一人一人が無理なく取り組んでいけるものは何かを探っていき、当町の

目標を設定したいと考えておりますので、まずは、ＳＤＧｓとは何かを理解していくた

め、職員の研修や町民への勉強会なども企画してまいります。私の就任以来掲げてきた

「Ｋプロジェクト」もリンクさせながら、知床羅臼の未来を考えるアンダー６０創造会議

や知床羅臼を支えるオーバー６０協力隊などからの御意見もいただき、気づきから行動へ
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とつなげていき、目標意識を持った町民運動へと発展していくことを願っています。 

 これからの羅臼町を取り巻く環境は、決して明るいとは言えませんが、１２０年 

いや、もっと前からこの町を紡いできた先人の思いを後世につなげていくため、この難局

を乗り越えていかなければなりません。 

 議員の皆様初め、町民の皆様の町政への御理解、御協力を心からお願いする次第であり

ます。 

 以下、令和２年度のまちづくりの基本方向について主要な施策の概要を申し上げます。 

 初めに、地域を支える産業の活性化についてであります。 

 当町の基幹産業である漁業の低迷が続いており、漁業を取り巻く状況は大変厳しいもの

であります。特に、定置漁業の主要魚種である秋サケの不漁は深刻で、不漁であった前年

をさらに大きく下回り、数量で６１％、金額で５６％の水揚げとなりましたが、１１月中

旬以降のイカの盛漁により盛り返し、年間鮮魚取扱高全体としては、昨年並みに維持され

たところであります。 

 製品では、天然昆布が大きく減産し、昨年対比で４３％程度の生産にとどまり、鮮魚製

品を合わせた総取扱金額は３年連続の８０億円代となりましたが、幸いにもイカの来遊が

あっての結果であり、水産業については非常に不安定で、行き先の見えない状況であると

言わざるを得ません。 

 地域経済が漁業に支えられている当町としては、引き続き持続的漁業生産体制の確立と

栽培漁業の推進を基本に、羅臼漁業協同組合の増養殖事業や種苗放流事業の取り組みを支

援してまいります。 

 漁業従事者を多く抱える当町ですが、本来、魅力ある雇用の場であった漁業は、水産資

源の減少に伴い、後継者や従事者の確保が困難な状況に変化しております。安定した収入

確保と雇用形態のあり方についても、羅臼漁業協同組合と連携し、模索していかなければ

ならないと感じております。 

 地球温暖化に伴う海水温の上昇やとれる魚の種類が変わるなどの自然環境の変化によ

り、日本各地でさまざまな影響を及ぼしておりますが、当町の水産業を次の世代につなげ

ていくために、関係機関の協力を得ながら、資源管理や増養殖など、このまちでできるこ

とに尽力してまいります。 

 平成１８年から取水を始めた海洋深層水ですが、近年取水量の低下が著しく、現在は初

期設計の４割程度となっております。羅臼漁業協同組合の協力を得て、節水に努めており

ますが、生産者には多大なる御不便をおかけしているところであります。取水量減少の原

因究明に向け、取水管内の調査や逆洗浄などの対応を行ってきましたが、原因を特定する

には至っておりません。 

 当町の水産業にとって、深層水は必要不可欠なものであり、その確保は重要な課題であ

ることから、羅臼漁業協同組合及び北海道開発局、北海道と十分な協議を重ね、早期に深

層水の安定確保を図っていくこととなっております。また、今後の永続的な維持管理を図
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るため、いまだ解明されていない取水量減少の原因についても調査をしてまいります。 

 知床半島と国後島との狭隘な海域において繰り返されるロシア連邦トロール船の根こそ

ぎ操業により、根室海峡に生息する水産生物資源の減少が顕著であります。また、漁網・

漁具被害の頻発しており、多大な負担を強いられている漁業者の経営は、さらに圧迫され

ているとともに、水産加工業や小売業、飲食業を含め漁業関連産業に与える影響は計り知

れません。 

 加えて、ロシア国境警備局による長時間の拘束を伴う臨検が頻繁に行われ、帰港時間の

遅延等により、競り時間に間に合わないなど、漁業生産活動に大きな支障が生じておりま

すので、水産資源の保護と安全・安心な操業ができるよう、引き続きロシア側に対する強

い働きかけを国や北海道へ要請してまいります。 

 酪農業の振興につきましては、乳価や個体価格の維持もあり、生乳生産量も安定してい

る状況にありますが、国際貿易協定など依然として先行き不透明な状況下におかれてお

り、今後も地域農業の発展につなげるため、標津町農業組合及び標津町とも連携を図りな

がら各種補助制度等を活用し、生産規模の維持に資するよう、引き続き生産基盤の整備、

支援を図ってまいります。 

 観光の振興につきましては、日本丸の帰港や観光船による夏期のホエールウォッチン

グ、冬期の流氷、バードウォッチングなどが好調であり、年間を通して多くの観光客が訪

れていただいておりますので、関係機関とともにさまざまな機会に知床羅臼のＰＲを積極

的に展開し、さらにより多くの観光客誘致と交流人口・関係人口の拡大を図ってまいりま

す。また、外国人観光客も多く訪れておりますので、案内標識や誘導看板の多言語表示化

に向けて順次進め、インバウンドへの対応を充実させてまいります。 

 観光の拠点であります道の駅「知床・らうす」につきましては、来場者の安全性と利便

性の向上並びに周辺全体の活性化を図る必要があることから、これまで臨時駐車場として

使用しておりました土地の取得を令和元年度内に終え、舗装化等を含めた周辺整備を進め

てまいります。 

 広域観光としては、関係機関との連携により、根室地域のブランディング及びセールス

ツールを活用し、交流人口の増加と拡大を図るとともに、教育旅行の誘致に活動に積極的

に取り組んでまいります。 

 雇用対策につきましては、漁業者が酪農ヘルパーとして従事することで、農業の人手不

足解消と漁業の通年雇用を模索してまいりましたが、通年雇用の課題を抱える業種は多く

ありますので、漁業と農業に限定することなく、より多くの就業マッチングの可能性を

探ってまいります。 

 人口減少や地域活力の維持向上といった地域課題解決のためにも、雇用の確保は重要な

課題でありますので、企業誘致を含めた雇用の場をつくるための新たな産業創出を目指

し、当町の魅力を発信するトップセールスに務めてまいります。 

 商工業の振興につきましては、ふるさと納税事業が地域経済を支える商工振興施策とし
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て定着しておりますが、さらなる充実を図るためには、産業関係団体や関係企業と連携

し、「知床らうすブランド」認証品を初めとする地場産品を効果的にＰＲしてまいりま

す。羅臼ファンを獲得することは、当町の活性化に重要な施策と考えており、ＳＮＳ等を

活用した情報発信の強化や各種イベントへの参加などを通じて、世界自然遺産知床の価値

と羅臼町の魅力を発信してまいります。 

 知床羅臼の知名度向上は、産業各分野での取り組みにもつながり、相乗効果による好循

環が期待されることから、積極的なＰＲ活動に努めてまいります。 

 次に、安全・安心なまちづくりについてであります。 

 近年、日本全国で多発する自然災害は、当町においても例外ではなく、地震や津波が襲

来する可能性のある地域として平時から防災対策への取り組みが町の責務として重要であ

ると認識しております。防災対策の取り組みとして、各種災害に備え、全町民を対象に地

震・津波を想定した防災訓練を実施し、住民の一斉避難訓練やシェイクアウト訓練のほ

か、各関係機関による注意喚起や情報伝達訓練などを実施するとともに、今年度は２年に

一度実施している羅臼町総合防災訓練において、陸上自衛隊釧路駐屯地第２７普通科連隊

や羅臼海上保安署、中標津警察署、羅臼消防署などの関係機関に御協力をいただき、情報

の共有と伝達、連携を重視した訓練を実施し、地域住民にも参加いただき、防災意識の向

上を図ってまいります。 

 さらに、冬期間の避難訓練につきましても関係機関からの助言や町内会等の協力をいた

だきながら、町民を対象とした訓練実施に向けて取り組んでまいります。 

 大規模な土砂災害が発生した際には、一部地域で防災行政無線が唯一の情報伝達手段と

なりましたが、防災情報伝達手段の多様化を図るため、防災行政無線や緊急速報メールの

ほか登録制の防災メールの運用も行っており、気象情報や通行どめ情報などを発信できる

体制となっております。登録制の防災メールは、町外に滞在中でも情報を入手することが

できるとともに、複数の情報手段を確保していただくためにも、引き続き登録者の増加に

向けた取り組みを推進してまいります。 

 防災教育としては、幅広い各層に防災意識が浸透し、自助・共助・公助が連携する社会

を目指して、防災教育の輪を広げていく取り組みを進めるため、町民が災害についてさま

ざまな知識を持ち、いざというときに適切な行動をとることができるよう継続的な防災教

育に取り組むことが必要となっております。 

 今年度も、昨年度同様に羅臼小学校で一日防災学校の実施を予定しておりますので、教

育委員会、関係機関等と連携しながら積極的に支援してまいります。 

 災害は、いつどこで起こるかわかりません。自分の命は自分で守るという防災の原点に

立ち、町民一人一人が日ごろから災害に備えるとともに、防災に対する意識の向上を図

り、町民の安全・安心を確保するため、引き続き防災・減災対策の強化に取り組んでまい

ります。 

 町営住宅につきましては、羅臼町町営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化が著しい町
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営住宅の適正な活用を図るために、計画的な建てかえや改善の実施により良質な町営住宅

の形成をするとともに、適正な供給戸数の確保による住宅セーフティネットづくりを進

め、安全・安心に住み続けられる良質な町営住宅の形成を基本目標に進めてまいります。 

 今年度は、緑町団地の建てかえ事業を推進し、２棟８戸の建設工事と外構整備工事を実

施してまいります。また、引き続き活用を図る緑町団地の住棟につきまても、予防保全的

な改善と居住性を向上させる改善を目指し、１棟４戸の断熱改修工事に着手するととも

に、来年度以降も建てかえ事業及び改善事業を推進してまいります。 

 全国的に大きな問題となっております空き家対策ですが、空き家バンクにもなかなか登

録がされず、適切に管理されていない老朽化した空き家も解決されない状況にありますの

で、引き続き空き家台帳を更新し、問題解決に向けて所有者等の特定や助言・指導を行っ

てまいります。 

 上水道につきましては、町民生活に欠かすことのできない重要なライフラインの一つで

ある水道を将来にわたって安定して供給できるよう努めてまいります。 

 今年度は、料金収入の減少や施設の老朽化などから水道事業の安定運営を図るため、１

２年ぶりに水道料金を改定させていただきました。今後も、人口減少が見込まれることか

ら、事業形態の移行にも視野に入れ、老朽化施設の更新計画策定に向け、調査検討を進め

ると同時に、未収金対策や経費節減に努めてまいります。 

 防犯、暴力追放の活動・取り組みにつきましては、羅臼駐在所と連携を図り、羅臼町防

犯協会等の関係団体と一体となり、昨今、横行する振り込め詐欺や還付金詐欺など、悪質

な犯罪の早期発見に努め、町民への情報提供や注意喚起を図り、犯罪の未然防止や町民が

犯罪に巻き込まれないように取り組んでまいります。 

 交通安全対策につきましては、全国各地で交通事故による悲しい出来事が毎日のように

起きております。当町においても例外ではありませんので、中標津警察署、羅臼駐在所に

パトロールの強化の御協力をいただきながら、町民の皆様にはみずからも被害者あるいは

加害者となる可能性があることを、いま一度御理解いただくため、羅臼町交通安全協会な

どとも連携し、交通安全の啓蒙普及活動に取り組んでまいります。 

 また、飲酒運転は高い確率で事故につながり、人を死に至らしめる非常に許しがたい危

険な行為でありますので、地域全体の問題と捉え、断固とした態度で飲酒運転の根絶に向

けて行動してまいります。 

 次に、幸せを感じる医療・保健・福祉・介護の充実についてであります。 

 町民一人一人が地域内で安心して生活をしていくためには、診療所や在宅での医療サー

ビス、健康づくりを中心とした保健サービス、リハビリや介護などの福祉サービスを関係

者が連携して進めていくことが重要となっております。 

 こうした環境を支えるための重要な基盤である知床羅臼国民健康保健診療所の運営につ

きましては、指定管理者であります孝仁会にお願いし、本年で９年目となります。常勤医

としては、昨年４月に着任いたしました木島所長お一人となっておりますが、派遣医師の
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確保や各種専門外来の診療など、ほぼ支障のないように運営をしていただいております。 

 北海道の医療計画では、高齢化が進行する中、医療と介護が連携した地域包括ケアシス

テムの構築に取り組むこととしております。また、医療情報ネットワークの普及促進によ

る医療の質の向上と効率化の実現に向けた取り組みを推進強化しており、このような取り

組みを利用して２次医療圏域であります町立中標津病院や管内の公立病院、３次医療圏域

であります釧路市内の主要な病院と医療連携ネットワークである「たんちょうネット」で

情報共有ができる仕組みになっております。 

 診療所には、１次医療圏域での２４時間救急の受け入れや１４床の入院病棟の確保な

ど、かかりつけ医としての役割を果たしていただくようお願いをしておりますので、今後

も体制を維持していけるよう医師並びに看護師などの専門職員の確保を考仁会と連携して

取り組んでまいります。 

 地域包括ケアシステムにおける中核機関である地域包括支援センターの運営を考仁会に

お願いし、３年が経過いたしました。徐々に利用者がふえてきておりますので、今後もセ

ンターとの連携を密にし、機能強化が図られ、より専門的で質の高いサービスが提供でき

るよう支援してまいります。 

 人生１００年時代を見据え、誰もがより長く元気に活躍できるよう健康寿命を延伸する

ことが大切であり、ますます疾病の予防や健康づくり事業を推進していくことが重要な課

題となっておりますので、町が実施する国保と高齢者の保健事業を効果的に接続し、病気

の重症化を予防し、医療費の適正化を図ってまいります。 

 生活習慣病の予防や早期は発見のため、各種健診を多くの方に受けていただけるようさ

まざまな対策を講じているにもかかわらず、依然として受診率が低い状況が続いており、

受診率が３０％に満たない保険者へは、昨年度から支援金が減額されることとなりまし

た。できる限り多くの方に受診していただきたく、今年度は国保の加入者の特定健診料金

を無料としますので、年１回は必ず受診を受けていただきますようお願いいたします。ま

た、昨年度に引き続き健診の受診勧奨に力を入れるとともに、個々の健診結果に基づいた

支援も実施してまいります。 

 介護保険事業につきましては、令和３年度から３年間の第８期羅臼町介護事業計画の策

定年であります。 

 昨年度の要介護・要支援の認定者数の状況は、若干の増減はあるものの４年前の平成２

７年度とほぼ同数となっており、平成３０年度から第７期計画の見込みを下回る結果とな

りました。人口推計などをもとに策定しておりますが、過剰な見込みは被保険者の負担増

加にもつながりますので、慎重に計画を策定してまいります。 

 介護事業を支えていただいておりますサービス提供事業者の運営につきましては、以前

として職員が不足し、人材確保に苦慮しておりますので、各事業所との連携を図りなが

ら、介護職などの担い手不足対策に努めるとともに、職員の技術向上に取り組んでまいり

ます。 
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 介護予防ボランティアとして支援してまいりました「ふまねっとサポーター：クリオネ

の会」につきましては、昨年度は試行的に「ふまねっとサロン」を２カ所で開催し、活動

の場を広げてきております。会員の意欲もより高まっていることから、行政のかかわりを

徐々に減らし、完全な自主的運営に向けた支援をしてまいります。 

 障害者福祉につきましては、現在、障害を持つ方などが住み慣れた地域で安心に暮らし

ていけるよう支援を切れ目なく提供できる仕組みづくりを目指して、羅臼町に地域生活支

援拠点を設置し、拠点コーディネーターを配置しております。 

 また、根室圏域障害者総合支援センター「あくせす根室」と連携し、相談業務に当たっ

ておりますが、今年度は基本計画となる羅臼町障がい者計画及び生活支援施策についての

実施計画的な位置づけとなる羅臼町障がい福祉計画を策定し、各関係機関とより連携を緊

密にして、サービスの提供を図ってまいります。 

 社会福祉協議会が運営する就労継続支援事業所では、障害のある人が就労を初めとした

さまざまな社会経済活動に積極的に参加し、地域で暮らし続けることを目指して活動して

おりますが、なかなか安定した収入確保につながっておりませんので、町民の皆様や町内

企業の皆様には、どうかこの活動に御理解と御協力をいただきますようお願いいたしま

す。 

 社会福祉協議会を初め、介護事業所や福祉関係団体には障害者福祉事業や介護保険事業

など、さまざまな福祉対策に御協力をいただいているところでありますが、これまで以上

に行政と連携を図る中で、福祉対策の一翼を担っていただきたく支援をしてまいります。 

 子育て支援につきましては、昨年ニーズ調査を実施し、親となる方々の意見を伺い、基

本理念を「人・まち・自然いきいきの地域に見守られ、親と子が健やかに育つまち」とし

た向こう５年間の第２期羅臼町子ども子育て支援事業計画を策定いたしました。 

 第７期総合計画に示されております自助・共助・公助のまちづくりを軸に、地域の方に

見守られ、支えられ、親子が育ち育てられる支援体制を整備していくこととしています。 

 昨年１０月から実施しております午後３時までの幼稚園預かり保育の無償化を継続し、

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、町内２校の小学校の空き教室で開設して

おります放課後児童クラブにおきまして、就労家庭等保育が必要な家庭の支援をしてまい

りますが、安定的にこれらの事業を行うためには、保育士や補助員の確保が必要ですの

で、有資格、無資格問わず、町民の皆様の御協力をお願いいたします。 

 教育委員会と保健福祉課、幼稚園等と連携した町職員の横断的な組織「子どもの自律・

親育ち応援チーム」では、昨年、幼稚園から中学生の生活実態アンケートを実施、まちの

子どもたちの生活状況の課題を整理し、ＳＮＳなどのメディアについての研修会も継続し

て開催してまいりました。今年度も引き続き、各種メディアの使用を中心とした子どもた

ちの生活について、関係機関と連携し、子どもたちの発育や発達段階に合わせた適切な親

としての対応方法などを発信し、生活や健康課題の解決に向けた取り組みを行ってまいり

ます。 
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 また、今年度は保健師や保育士などが妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健やさ

まざまな相談に応じ、切れ目のない支援体制がとれるよう子育て世代包括支援センターの

開設に向けた準備を進めてまいります。 

 次に、潤いある快適な生活環境の充実についてであります。 

 当町のごみ袋の価格は、平成１７年の９月の値上げ以来、１５年にわたり据え置いてお

りますが、この間、二度の消費増税やごみ処理施設の老朽化による修繕、燃料費の高騰な

どによりごみ処理費用が年々増加していることから、ごみ袋の料金改定、さらにはごみの

減量化に向けた分別方法の見直しなど検討を進めてまいります。 

 また、地球温暖化対策への理解、機運を高めるため、国民運動「クールチョイス」に賛

同し、自然環境保全の重要性を国内外にアピールするほか、省エネルギー化の取り組みや

幼少期からの自然環境教育を積極的に推進してまいります。 

 当町は、世界自然遺産にふさわしいまちづくりを実践し、知床の環境保全に努めていか

なければなりません。しかし、現状を見ますと、依然として空き缶やペットボトルのポイ

捨て、家電や粗大ごみの不法投棄は後を絶たず、知床羅臼のイメージを損なうばかりか水

産を初めとする産業資源の驚異となり、産業、経済に多大な損害を与える大きな問題と

なっております。 

 そのため、羅臼海上保安署、羅臼駐在所及び麻布駐在所の御協力をいただき、監視体制

のさらなる強化により、投棄者を特定し、摘発による法的な対処も辞さない覚悟で取り組

んでまいります。 

 このような状況の中、世界に誇る自然環境を守るため、多くの団体が清掃活動を行って

おります。羅臼町連合町内会による一斉清掃、羅臼漁業協同組合女性部や青年部などの漁

業関係団体による河川や漁港などの清掃、知床財団によるトンネルや海岸の清掃、幼小中

高生による町内清掃など、さまざまな団体が自主的に活動を行っております。 

 さらに、「ねむろ自然の番人宣言 羅臼認定事業所」は、２６の企業や団体の賛同を得

て、行政との連携のもと環境保全美化啓発のほか、ポイ捨て、不法投棄物の回収にも御協

力をいただくなど、非常に心強く感じております。 

 今後は、町内各所にポイ捨て防止看板やのぼりの設置、広報による啓発を継続し、環境

保全の取り組みが多くの町民に認識されるよう進めてまいります。 

 根室北部衛生組合が管理する一般廃棄物最終処分場につきましては、標津町及び羅臼町

２町の協定に基づき、更新施設を当町に建設するため整備を進めているところであり、本

年度は用地測量調査と実施計画の策定を行ってまいります。また、昨年度から着工してお

ります植別２号線の舗装工事については、本年度も継続して実施してまいります。 

 合併浄化槽の普及推進につきましては、設置率は昨年度末で約５７％となっております

が、生活雑排水が未処理のまま流される単独処理浄化槽から合併浄化槽への入れかえが進

まないため、昨年度、撤去費用の補助制度を新設したところであります。昨年度は、１件

の入れかえがありましたが、当町には現在約１３０基の単独処理浄化槽が設置されており
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ますので、広報等を通じて設置者に対し、合併浄化槽への入れかえを促してまいります。 

し尿処理センターにつきましては、根室北部衛生組合が管理運営するし尿処理浄化セン

ターで共同処理されております。昭和４６年より稼働している標津町茶志骨の当該施設

は、２度の改修工事を行いましたが、老朽化のため令和８年が使用限界と予測されてお

り、根室北部衛生組合では昨年度策定した基本構想から令和３年度の基本計画策定に向け

て検討を進めているところでありますので、当町としても協力を図ってまいります。 

 世界自然遺産地域である当町は、ヒグマが高密度で生息する自然豊かな地域でありま

す。それゆえに、人の生活圏に侵入するヒグマもおり、特に昨年、一昨年と２年続けて飼

い犬が被害に遭うなど憂慮すべき事案も発生しております。当町としては、知床半島ヒグ

マ管理計画に基づき、適切な法管理に努めるとともに、ヒグマの人慣れ化や行動の多様化

に対応するため、知床財団と一層の協力体制のもと、電気柵の電圧遠隔監視装置の導入な

ど、対策強化を図ってまいります。 

 ヒグマ対策の有効な手段としては、人の生活圏に近づけないことが最善策であります

が、これには地域住民の理解と協力が必要となりますので、草刈り活動や誘因物となり得

るごみの処理など、町内会を通じて地域ぐるみの活動となるよう関係機関と連携し取り組

んでまいります。 

 次に、豊かな心を育む教育文化のまちについてであります。 

 未来を担う子どもたちの育成には、一人一人の能力や可能性を最大限に引き出し、多様

な個性を伸ばす教育が必要であると考えております。 

 近年、当町には、多くの外国人観光客が訪れており、今後ますますグローバル化が進む

中、子どもたちには国際的なコミュニケーション能力を身につけてもらう必要性を感じ、

ＡＬＴ（外国語指導助手）を増員して、子どもたちの英語教育を充実させてまいります。 

 小学校、幼稚園の一校一園化につきましては、令和４年度の統合を目指し、説明会を開

催してまいりましたが、地域や保護者の理解を得るための議論をさらに深める必要がある

と認識したことから、令和４年という年限にはこだわらず、人口減少が加速度的に進む

中、よりよい教育環境の整備に向けて適正配置計画を策定してまいります。 

 羅臼高等学校は、本年４月より１学年１間口となり、地域連携特例高となりますが、今

後も魅力ある高校として推進するため、高校生の水産教室や創作料理プロジェクトなどの

地域の特色を生かした教育への支援を引き続き行うとともに、今年度は海外施設研修に生

徒を参加させ、国際色豊かな人材の育成に努めてまいります。 

 社会教育につきましては、令和２年度から令和５年度までの第８次社会教育中期計画が

始まります。第７次計画に引き続き、ふるさと学習の継続、発展による持続可能なまちづ

くりに取り組んでまいります。 

 本年は、羅臼町１２０年、町政施行６０年であるとともに、知床いぶき樽保存会創設５

０周年、文化協会加盟団体創設３０周年、羅臼町文化祭が５０回目の開催、クナシリ眺望

駅伝競争大会が３０回大会と各種団体の活動においても節目の年を迎えます。それぞれの
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活動はとてもすばらしいものであり、これまで携わってこられた方々に敬意を表するとと

もに、これら記念事業に対しましても支援をしてまいります。 

 芸術文化活動につきましては、公民館が解体となり、活動に大変御不便をおかけしてお

ります。また、スポーツ活動につきましても、現在、町民体育館が休館中であり、大変御

不便をおかけしておりますが、今年度から耐震改修工事と施設の機能を充実するための内

部改修を実施し、令和３年度のリニューアルオープンを目指し、準備を進めてまいりま

す。 

 今後も芸術文化活動やスポーツ活動をされている団体の方々の活動が継続できるよう、

引き続き町内施設の利用調整等に努めるとともに、団体の活動や乳幼児検診等で役場庁舎

３階を利活用することも多く見受けられますことから、現在、休止中の庁舎エレベーター

をリニューアルし、利便性の向上に努めてまいります。 

 公民館図書室につきましては、公民館解体後、役場１階ロビーで臨時的に開設しており

ます。 

 図書室は、地域の情報拠点として重要な施設であり、今後も町民サービスの維持・向上

を図る必要があることから、改めて図書館条例を制定し、蔵書検索システムを最大限活用

しながら、図書の利用促進を図ってまいります。 

 最後に身の丈に合った財政健全化の実現についてであります。 

 現下の財政状況は、国・地方ともに極めて厳しく、経済再生と財政健全化は国・地方共

通の重要な課題となっており、財政健全化のため国・地方双方で徹底した取り組みが求め

られているところであります。 

 また、国における令和２年度の地方財政に対する課題の中で、人づくり改革・地方創生

推進等の重要課題の対応として、地方団体が少子高齢化に対応した人づくり改革や防災・

減災、国土強靱化を初めとする暮らしの安全・安心の確保などの取り組みを進めるととも

に、今後策定される新たな「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のもとにおきましても、

引き続き地域の実情に応じ、自主性・主体性を最大限発揮して地方創生を推進することが

できるよう、安定的な税財基盤を確保することとされております。 

 このような状況のもと、当町の令和２年度一般会計における当初予算の総額は、約５３

億４,７００万円で、昨年度当初予算に比べまして２３.６％、約１０億２,０００万円の

増額となりました。この要因としては、昨年度は改選期のため骨格予算であったことに加

え、町民体育館耐震・改修工事事業の６億円を初めとした町営住宅等建てかえ推進事業及

び町営住宅ストック総合改善事業、町道植別２号線道路新設改良事業などの大型事業によ

るものであります。 

 これらの財源を確保するために、収入の多くを町税や地方交付税に求めている当町であ

りますが、かつてないほどの水揚げ減少による町税の減収や人口減少に伴う地方交付税の

減額が続いていることなどから、今年度も歳入不足を補うために公共施設整備基金や財政

調整基金など、基金を約３億４,４００万円取り崩さなければならない厳しい予算編成に
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なりました。 

 歳入につきましては、特に減収が見込まれる町税収入の収納対策に水揚げの減少が大き

く影響するため、漁業従事者であるいわゆる乗り子や水産加工場などの関連業種におきま

しても、以前のような収入確保が困難な状況になっていることに加え、その影響がほかの

業種に連鎖するなど、まち全体として不景気色が色濃くなっております。 

 このような状況から、税収確保には大変苦労しているところではありますが、引き続き

納税意識の高揚を図るとともに公平・公正の観点から納期内自主納付の啓発を強化して、

税収確保に努めてまいります。 

 納税者に対しましては、滞納の累積化や再発を防ぐため、財産調査や捜索なども積極的

に行い、釧路・根室広域地方税滞納整理機構や北海道とも連携しながら、引き続き法令に

のっとり、滞納整理を粛々とかつ厳格に進めるとともに、税外収入についても債権管理条

例の規定に基づき、適切な収納対策と滞納整理を進めてまいります。 

 一方、歳出につきましては、平成３０年度決算における財政健全化法に定められました

４つの指標は、これまで行財政改革などにより一般会計・各特別会計とも黒字決算を維持

しております。全ての指標で国の基準を満たしており、健全な状態にあるものの、財政構

造の弾力性を判断する代表的に指標となる経常収支比率が昨年度対比３.０ポイント上昇

し８５.８％で、指標の一般的な適正範囲とされております７０から８０％に比べて高い

水準で推移しているため、財政の硬直化が進んでいるものと考えられ、弾力性を確保する

対策を講じることが必要となっております。 

 しかし、基幹産業の漁業が低迷する中、急速に進む人口減少や高齢化などに伴う社会保

障費の増大、公共施設等の利用需要の変化や老朽化などへの対策も講じていかなければな

りません。 

 中でも、老朽化する公共施設の長寿命化につきましては、羅臼町公共施設等総合管理計

画に基づき、適切かつ計画的な維持管理などの取り組みを進めているところではあります

が、そのほかにつきましても引き続き今まで以上に創意工夫を持って行財政改革に取り組

み、歳出全般にわたり経常経費の節減合理化に努めるとともに、事業の必要性や効率性な

どにより徹底した見直しを図ってまいります。 

 また、特別会計につきましても、独立採算の原則に基づき、健全性を維持するため徹底

した歳入確保と歳出削減を図るとともに、各会計内の自助努力による操出金の抑制に努め

てまいります。 

 このような極めて厳しい財政状況ではありますが、重点施策である町営住宅の長寿命化

事業や町民体育館の耐震改修事業など、着実に進めながら、これから直面する重要課題を

的確に捉え、財政需要を中長期的に把握し、財政調整基金や公共施設整備基金などへの積

み立てを可能な限り積極的に進めるとともに、町債につきましても、交付税参入があるな

どの有利な起債が活用できるよう情報収集に努め、身の丈に合った当町独自の財政構造を

構築し、次代を担う子どもたちに誇れるまちづくりを進めるため、持続可能で健全な財政
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基盤の構築を目指してまいります。 

 以上、令和２年度の町政を執行するに当たっての基本姿勢と主要な施策の概要について

述べさせていただきました。 

 基幹産業であります漁業の停滞や人口減少、少子高齢化などの影響により、各種施策を

進める中で多くの課題が山積し、厳しい時代が続いております。この難局を乗り越えるた

めには、固定観念を捨てて新たな発想を持って改革し、未来に向けた羅臼町を切り開いて

いかなければなりません。 

 羅臼町１２０年、町政施行６０年、世界自然遺産登録１５周年の節目の年を迎えます

が、私たちは先人の御苦労に感謝を捧げながら、世界に誇れる美しい自然に囲まれた魅力

あふれるすばらしいこのまちを次の世代を担う子どもたちにしっかりと引き継いでいくこ

とが責務であると認識しております。 

 私たちのふるさと知床羅臼町は、自然や地域資源のポテンシャルは図りしれない価値と

可能性を秘めておりますので、職員とともに汗をかき、全力を傾注し、将来にわたり町民

一人一人が心豊かに安心して暮らせる持続可能な町政を確立してまいります。 

 町民の皆様、議員各位、羅臼町を応援してくださる全国の皆様のより一層の御理解と御

支援を心からお願い申し上げ、行政執行といたします。 

○議長（佐藤 晶君） 次に、教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育長。 

○教育長（和田宏一君） 令和２年羅臼町議会第１回定例会の開催に当たり、教育行政の

基本姿勢及び主要な施策について申し上げます。 

 令和という新たな時代が始まり、羅臼町としても１２０年、町政施行６０年という節目

のときを迎えます。情報化社会と呼ばれた時代からグローバル化が一層進展し、さまざま

なものがインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み（Ｉ

ot）や人口知能（ＡＩ）が新たな価値を生み出す社会、いわゆる society（ソサイエ

ティ）５.０が到来しようとする今、未来に向かって新たな一歩を力強く踏み出していか

なければなりません。 

 この先、当町の成長・発展を持続的に実現していく未来を担っていくのは、無限の可能

性を秘めた子どもたちです。子どもたちが、それぞれの夢を持ち、その実現に挑戦しなが

らみずからの可能性を発揮し、幸せな人生とよりより社会のつくり手となる力を身につけ

ることが重要です。 

 当町の豊かな自然環境や歴史、文化のもとで子どもたちがふるさとへの誇りと愛着を持

ち、ともに支え合い、たくましい人材と成長していくことができるよう町民の皆様ととも

に羅臼町教育大綱を共有し、さまざまな分野について広く緊密な連携を図りながら、教育

の充実・発展に取り組んでまいります。 

 当町の教育目標は、「ふるさと羅臼の躍進を創造し、いきいきとたくましく行動する心

豊かな町民の育成」と掲げており、羅臼町教育大綱で示されている「社会で生きる力の育
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成」、「羅臼町の未来を開く人材の育成」、「生涯学習や芸術文化、スポーツの振興」の

３項目を柱とした取り組みを実践いたします。 

 当町で育つ幼児から１８歳までが、これからの未来をたくましく生き抜く心豊かで健全

な人間形成を図ることを目的とした幼少中高一貫教育は、ＥＳＤ（持続可能な開発のため

の教育）の理念のもと、国連が掲げたＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の１７目標とふる

さと学習であります知床学を切り口とし、確かな学力の定着と生きる力の育成を目指すと

ともに、ふるさと羅臼に愛着と誇りを持つことができる人材育成を図れるよう進めており

ます。 

 こうした取り組みのもと、みずから学ぶ意欲と確かな学力の定着として子どもたち一人

一人が、みずからの可能性を最大限に伸ばしていくことのできる質の高い教育を提供する

ため、学力・体力の向上を初めとする教育施策の展開に努めてまいります。 

 また、郷土愛と向上心に満ちた心の醸成として、ふるさと羅臼が将来にわたって持続的

に発展していくためには、地域を支えるグローバル化に対応した人材の育成が不可欠であ

り、子どもたちに求められる資質や能力を地域と共有しながら教育行政の推進に取り組ん

でまいります。 

 次に、主な施策について申し上げます。 

 よりよい教育環境の整備に向け、保護者や地域の方々の御意見を踏まえ、人口減少が進

んでいる状況を勘案し、将来の学校や幼稚園の規模、施設のあり方、１学級当たりの園

児、児童の人数の適正規模等について定める羅臼町立小学校、羅臼町立幼稚園の適正配置

計画を策定してまいります。 

 確かな学力を育む教育を推進するには、教職員のスキルアップは必要であり、基礎学力

の定着に向けて校内研修、幼少中高による合同研修会や道立教育研究所と連携した研修講

座を実施いたします。また、新学習指導要領に沿った主体的、対話的で深い学び、アク

ティブラーニングを推進し、子どもたちがみずから学び、みずから考える授業を目指した

学力向上プランを策定いたします。 

 健やかな体を育む教育では、幼稚園児から小学６年生において脳が刺激され、運動意欲

と集中力を高め、体力向上とともに学力向上へとつながる成果が期待されるコオディネー

ショントレーニングを継続いたします。 

 社会に開かれた教育課程に向け、令和２年４月から地域の方々に参画していただく羅臼

町学校運営協議会（コミュニティスクール）を設置いたします。学校運営協議会は、学校

運営方針等について話し合い、学校と保護者、地域の皆さんが知恵を出し、地域とともに

ある学校づくりを目指すものであります。 

 当町では、幼少中高一貫教育を推進しておりますので、協議会の組織体制は学校単位で

組織するのではなく、町として一つの協議会を設置いたします。また、学校への支援につ

いては、各園、各校を部会として組織し、取り組んでまいります。 

 幼児教育は、子どもたちの生涯にわたる学びと資質・能力の向上に寄与する重要なもの
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であり、北海道幼児教育振興基本方針に基づき、質の高い教育を提供できるよう関係機関

と連携し、教員の研修の充実を図ります。また、小学校生活への不安を軽減させるスター

トカリキュラムの研修を行い、幼稚園から小学校への連続した学びに務めてまいります。 

 今年度も幼稚園の無償化を継続するとともに、幼稚園給食も年少は園の生活に慣れた２

学期から、年中・年長は４月から安全・安心で栄養バランスのとれた給食を提供してまい

ります。 

 子どもたちの健やかな発達には、家庭での教育が不可欠であります。そのための支援と

して、保護者を対象としたさまざまな研修会や子育て講演会などを開催し、子どもたちの

自立と親育ちを保健福祉課等と連携を密にし、応援してまいります。 

 特別な支援を必要とする園児及び児童・生徒については、その能力や可能性を最大限に

伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を培うため、一人一人の障害の状態などに応

じ、きめ細かな教育を行う必要があります。そのため、個別の支援計画「こんぱす」の活

用を促進するとともに、より専門的な知識を持って指導できるよう指導者への研修機会の

充実を図ってまいります。 

 高度な情報化社会に向けた教育では、小学校で新学習指導要領が全面実施となり、新た

にプログラミング教育が始まります。当町のＩＣＴ環境の整備については、昨年度で一定

の環境整備が完了しております。今後、国が進めるＧＩＧＡスクール構想に基づき、一人

一台の端末を計画的に整備してまいります。 

 また、学籍管理や成績管理など学校や児童・生徒に関するさまざまな情報をデジタル化

し、教職員間で共有する校務支援システムについて、教職員の働き方改革による時間外縮

減やきめ細かな指導体制を行うための情報共有ツールとして令和３年度の導入に向けて、

検討してまいります。 

 北海道羅臼高等学校は、令和２年４月から地域連携特例高となり、当面の間、存続され

ることとなりました。今後も町で唯一の高校として存続させるため、町内の生徒が進学し

たいと思う魅力ある高校づくりを推進していく必要があります。そのため、これまでの水

産教室を充実・発展させるための支援や創作料理プロジェクト、環境教育など特色ある教

育の支援を引き続き行うとともに、国際的なコミュニケーション能力やチャレンジ精神の

向上に向けた取り組みへの支援をしてまいります。 

 キャリア教育につきましては、望ましい勤労観や職業観を育むため、水産業や酪農、観

光業、食費加工業などへの職業体験や外部講師を活用しながら取り組みを充実させてまい

ります。 

 小学校３・４年生では、英語に慣れ親しむ学習、５・６年生では、教科として英語教育

が本格化いたします。世界自然遺産地域のまちとして、外国人観光客も増加している当町

は、子どもたちが日常的に英語によるコミュニケーションができる力を育むことを目指し

てまいります。今年度からＡＬＴ（外国語指導助手）を１名増員し、当町は２名体勢で幼

児期から連続性のある英語教育の充実を幼少中高一貫教育を通じて推進してまいります。 
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 持続可能な社会づくりの担い手を育む教育（ＥＳＤ）は、町内の幼少中高全ての学校を

ユネスコスクールに登録し、主にＳＤＧｓの目標１４であります「海の豊かさを守ろう」

と目標１５である「陸の豊かさも守ろう」の達成に向け、知床学として熊学習や海洋教育

などに取り組んできております。今年度も関係機関と連携を図りながら取り組みを進め、

学ぶ意欲と探求する力や知識、情報を多用に活用する力、他者、社会、自然環境との関係

性を尊重する力、わかりやすく他者へ説明する力などの資質の能力を高める取り組みを

行ってまいります。 

 防災教育につきましては、児童生徒の安全確保の観点から地震や津波、台風などの自然

災害において、みずから身を守る能力の育成に向けた防災を含む安全教育の一層の充実を

図る必要があります。そのため、一日防災学校の実施や各学校における危機管理マニュア

ルの見直しなどに取り組んでまいります。 

 今年度からの第８次社会教育中期計画では、時代を担う青少年を対象とした社会教育事

業をふやす取り組みに力を入れてまいります。 

 具体的な取り組みとしては、子どもたちに生まれ育った地域の歴史や文化などの理解を

深めるとともに、地域の魅力について愛着と誇りを育ませるふるさと学習を継続し、ふる

さと体験教室やふるさと少年探検隊などといった特色ある社会教育事業を実施いたしま

す。また、町内の中学生以上を対象に知床学士認定試験を実施しておりますが、小学生か

らも受験ができるよう検討してまいります。また、高校生や青年がみずからイベント運営

を行い、多くの町民の声を聞きながらともに持続可能なまちづくりについての思いを膨ら

ますことができる機会を提供いたします。 

 芸術・文化活動は、現在、公民館が解体され各種団体活動を行うに当たり、御不便をお

かけしております。今年度においても、学校開放事業や代替施設となる町内施設の利用調

整に努め、文化協会と連携を図りながら日ごろの活動が円滑に行えるよう取り組んでまい

ります。芸術鑑賞事業やこまぐさ学級などの高齢者を対象とした取り組みについても、生

き生きと心豊かに活動できるよう支援してまいります。 

 読書活動の推進につきましては、「第１期羅臼町子どもの読書活動推進計画」により、

子どもの読書活動について各種取り組みを進めております。地域の読書活動推進の拠点と

して、公民館図書室の活用を図ってきたところではありますが、公民館の解体に伴い、現

在は役場１階に臨時的に図書室を設置し運営しております。 

 今後の図書室のあり方を検討した結果、改めて図書館条例を制定し、利用者サービスの

維持、向上を図るとともに蔵書検索システムや移動図書館バスの有効活用を図るほか、道

立図書館や各学校の図書室との連携を図り、読書活動を推進してまいります。 

 社会教育活動の環境を充実するため、町民体育館の耐震改修と機能充実のための内部改

修を実施し、令和３年度のリニューアルオープンを目指してまいります。 

 町民の体力向上に向けた取り組みにつきましては、ＮＰＯ法人羅臼スポーツクラブらい

ず、体育協会と連携し実施してまいります。なお、限られた環境の中でありますので、全
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ての御要望にお応えすることができず、町内にある学校の体育館などを活用することで、

少しでも持続的に活動できるよう調整してまいります。 

 郷土資料館は、１２０年を迎える当町の歴史を振り返り、先人の功績を知り、これから

のまちづくりに生かすための郷土資料館講座や出前講座を企画し、郷土を学ぶ機会を提供

してまいります。 

 昨年、ノートルダム寺院や首里城など、歴史的重要文化施設が相次ぎ火災により壊滅的

な被害があったところです。当町の郷土資料館も国指定重要文化財を保管・展示している

ことから、その管理については細心の注意を払う必要があります。 

 そのため、文化財防火対策ガイドラインに基づき、漏電対策を実施するほか、防犯対策

として監視カメラを設置いたします。また、施設利用者の利便性を図るためにトイレの改

修も行ってまいります。 

 以上、令和２年度に取り組む主要な施策を申し上げました。教育を取り巻く環境が急速

に変化している中、持続可能な地域づくりを推進するため、児童生徒が健やかで豊かな学

びが続けられるよう学校・家庭・地域・行政の緊密な連携のもと、一丸となって教育環境

の整備に努め、羅臼町の教育の充実・発展に取り組んでまいります。 

 議員の皆様初め、町民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 晶君） 以上で、町長、教育長行政執行方針の説明が終わりました。 

 町長、教育長行政執行方針に対する質問及び一般質問は後日行います。 

──────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、あすは午前１０時開議といたします。あすの議事日程は、当日配付いたします。 

 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ２時１５分 散会  
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